
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  増加償却が認められないケース 

Ｑ：当社は、24時間営業のファミリーレス

トランを営んでいます。当社の調理用設備は

24時間使用しているため増加償却を行いたい

のですが、この設備は耐用年数の適用等に関

する取扱通達の「付表五 通常の使用時間が

８時間または16時間の機械装置」に掲げられ

ていないため、超過使用時間を算定すること

ができません。 

 この場合、どのように算定すればよろしい

ですか？ 

 

Ａ：調理用設備は、通常使用時間が24時間

となりますので、増加償却を行うことはでき

ません。 

【解説】 

 増加償却の規定を適用する場合、その機械

及び装置について１日当たりの超過使用時間

数を算定する必要があります。その算定の基

礎となる１日当たりの通常の使用時間につい

ては、耐用年数の適用等に関する取扱通達の

「付表五 通常の使用時間が８時間または16

時間の機械装置」に掲げられた時間数を使用

することとされています。 

 そして、同付表に掲げらていない機械及び

装置は１日当りの通常の使用時間を24時間と

して扱うことになっています。 

 ご質問の調理用設備については、同付表に

掲げられていませんので、１日当たりの通常

の使用時間は24時間となります。したがって

１日当たりの超過使用時間は生じる余地があ

りませんので、増加償却はすることができま

せん。 
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